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本論文は「農薬」の問題に対処する社会科学的研究への要請に応える試みである。すなわち、

「環境」と「食の安全」という観点から、主として熱帯アジア地域における農薬使用実態と制

度について、現地調査によって得た事実を通じて問題の所在を明らかにした。また、農薬問題

への対応としてインドネシアで実施されている総合的病害虫防除（ Integrated Pest 

Management; IPM）及び有機農業の動向について考察した。 

 

１．日本における農薬利用と農薬問題 

第 1 章では日本における農薬利用と農薬問題についてレビューし、近代農法における農薬の

位置付けと農薬の諸問題を整理した。有機合成農薬の登場は病虫害防除にとって画期的であっ

たが、その反面で有機合成農薬が様々な問題を引き起こしたことを忘れてはならないことを述

べた。また、近年の無登録農薬問題、輸入農産物の残留農薬問題を端緒に農薬取締法の改正、

食品安全基本法の整備などの対策が取られ、「食の安全」の確保に向けた取り組みが強化されて

いることに触れた。こうした行政の取り組みにより、今後は科学的根拠に基づく食品に関する

情報が今まで以上に提示されることが予想されるが、送られてくる情報を鵜呑みにしたり、氾

濫する情報にただ振り回されたりするのではなく、生命や健康に関わる問題には自らの判断で

対処するための知識と知恵が消費者サイドにも求められている。 



２．バングラデシュにおける DDT 使用問題 

第 2 章においてバングラデシュにおける DDT の使用問題について論じた。まず、農薬購入

先として販売免許を持つ販売店のみから農薬の購入を行っている農家は全体の 6 割に満たない

状態であり、販売免許のない商店から農薬購入を行っている農家が多く存在するという問題が

指摘された。無免許商店からの農薬購入は隣国から密輸されたバングラデシュでは使用が禁止

されている農薬を誤って入手する可能性があるだけでなく、適切な農薬散布に関する助言を受

けることができないという点で危険な農薬散布につながる恐れがある。次に、農民の農薬散布

方法は危険に満ちている点が浮き彫りとなった。調査した範囲では、素手による農薬散布を行

っている農民が多く見受けられた。農民レベルにおいては情報の不完全により、現在でも誤っ

て DDT が使用される状況にあった。現在では、幸い DDT の入手が困難な状況にあるため、

DDT の散布が日常的に行われている農場は少なくなっている。しかし、ほとんどの農民が DDT

に対して持ち合わせている知識は「害虫を防除でき、長時間効果がある農薬である」というも

のに過ぎないのが現状であることが示された。 

 

３．東南アジアにおける農薬利用の現状 

第 3 章では、日本と経済的な結びつきの強い東南アジア諸国のうち、フィリピンとタイに関

する農薬の使用実態と制度をそれぞれ考察した。フィリピンの調査地では、野菜の栽培に農薬

が多く使用される傾向にあることが示されたものの、問題となるような農薬の利用は確認され

なかった。フィリピンの農薬管理体制は法的には整備が進められているものの、農薬分析のた

めに必要な試薬類を購入する資金が不足していることから、実際に農薬容器に記載されたラベ

ルに合致する有効成分が含まれているか、については議論の余地が残されている。特に、価格

の比較的安い農薬については、このことが懸念されることから、注視していく必要がある。タ

イで現在も合法的に使用できる carbofuran と parathion methyl は急性毒性、魚毒性等で問題

点の多い農薬である。農薬販売店、農家に対する調査からも、carbofuran と parathion methyl

の使用は一般的に行われていることが示されているが、農家の農薬に関する知識は限定的であ

ることから、危険性の高い農薬の管理体制としては不十分である。フィリピン、タイに共通す

る課題として、流通している農薬の品質をいかに担保していくか、農薬の適切な利用に向けた

技術普及をいかに進めていくかが指摘された。すなわち、開発途上国の農薬管理制度は先進国

の制度と類似しているものの、十分に機能しているわけではない。農薬管理上の問題は資金や

専門家の不足によるモニタリング体制の不備であり、農村での問題は農薬使用者の農薬に対す



る知識不足と代替農薬の価格が高いことである。また、先進国では禁止されている農薬も一部

合法的に使用が認められていることを確認した。 

 

４．インドネシアにおける農薬問題への対応 

第 4 章はインドネシアにおける農薬問題への対応について考察した。まず、IPM の概要とイ

ンドネシアにおいて国家プロジェクトとして推進された IPM について論じた。IPM と同時期

に日本の援助によってインドネシアに導入された発生予察システムは病害虫の発生初期の段階

における防除を目指すもので、より少ない農薬によって防除を可能にするものであった。この

ため、病害虫発生予察システムはインドネシアにおける IPM の成功の鍵であることが示され

た。一方、IPM プロジェクトによって全国の農村で Farmers’ Field School（FFS）が行われ、

農民に減農薬あるいは無農薬栽培が取り入れられた。これを契機にインドネシアではジャワ島

中部を舞台に有機農業が展開された。ヨーロッパ諸国のように環境政策と有機農業との間に密

接な関連は認められないものの、IPM プログラムの一環として行われた FFS は有機農業の展

開に一定の役割を果たしたと言える。また、有機栽培米の流通が確立されたこと、有機認証制

度が確立されていないにもかかわらず「食の安全」を意識した中流以上の階級の需要により有

機農産物にプレミアムがつくようになってきたことが近年の農産物価格低迷に対抗し、付加価

値をつけようと努力する農業者がこぞって有機農産物栽培に参入しようとする動機になってい

る。しかしながら、インドネシアには有機認証制度がなく、ジョグジャカルタの消費者は有機

認証なしに販売者や有機農業グループを信頼しているのが現状である。インドネシアの有機農

産物は生産者と消費者の信頼の上に成り立っているが、悪徳業者の出現によって信頼が揺らぐ

事態に直面することを防ぐ目的からも有機認証制度の構築が求められる。 

 

 以上、本論文は「地球環境問題」と「食の安全」という側面から、主として熱帯アジア諸国

の農薬問題について考察したものである。第 5 章では本研究を総括するとともに、残された研

究課題を記述した。ここでは、既存の研究では対処できなかった熱帯アジア地域における農薬

問題を扱うに際しては現地における資料収集から行う必要があり、農薬のリスクを定量化する

には至っていない点と遺伝子組み換え作物導入による農薬削減への検討を今後の課題とした。 


